
那覇市議会タブレット端末購入及び通信サービス利用契約書（案） 

 

那覇市（以下、「甲」という。）と○○○○（以下、「乙」という。）は、乙が提供するタ

ブレット端末及び附属品（以下、「端末等」という。）と通信サービスの利用について、次

のとおり契約を締結し、信義に従ってこれを履行するものとする。 

 

[ 契 約 要 綱 ] 

 

１ 品名及び数量  別紙１のとおり 

 

２ 納入期限    平成 28年 3月 28日 

 

３ サービス利用期間 平成 28年 3月 28日から平成 31年 3月 31日まで 

 

４ 契約金額    金        円 

          （うち消費税及び地方消費税額 金       円） 

 

   【内訳】 

    平成 27年度 

     初期費用（端末等購入額等）     金         円 

      （うち消費税及び地方消費税額   金         円） 

    平成 27年度（平成 28年 3月 28日から平成 28年 3月 31日まで）   

     通信費（40回線）          金        円 

（うち消費税及び地方消費税額 金      円）  

    平成 28年度（平成 28年 4月 1日から平成 29年 3月 31日まで）   

     通信費（40回線）          金        円 

（うち消費税及び地方消費税額 金      円）  

    平成 29年度（平成 29年 4月 1日から平成 30年 3月 31日まで）   

     通信費（40回線）          金        円 

（うち消費税及び地方消費税額 金      円）  

    平成 30年度（平成 30年 4月 1日から平成 31年 3月 31日まで）   

     通信費（40回線）          金        円 

（うち消費税及び地方消費税額 金      円）  

 

５ 納入場所     那覇市泉崎 1丁目 1番 1号 

           那覇市役所 4階 市議会事務局 



[ 契 約 条 項 ] 

 

(契約の趣旨) 

第 1 条 乙が甲に提供する端末等の購入及び通信サービス利用契約については、この契約

条項によるものとする。 

 

(法令等の順守) 

第 2 条 甲及び乙は本契約に基づき実施するすべての事項において、日本国国内法令並び

に那覇市条例及び規則等を遵守し、これに違反してはならない。 

 

（業務内容及び契約形態） 

第 3 条 甲は、乙が提供する端末等の購入に係る費用を初期費用として、また乙が提供す

る通信サービスの利用に係る費用を通信費として支払う契約形態とする。通信サービス

の内容は別紙１に定めるものとする。 

２ 乙は、常に正常な状態で、通信サービスを甲に提供しなければならない。 

３ 甲、乙は端末の故障、紛失、盗難に対応する端末保証サービスを締結するものとし、

その費用は第 1項の通信費に含めるものとする。 

４ 契約期間満了時に、乙において解約事務手数料が生じる場合は、最終年度の通信費に

含めるものとする。ただし、契約期間満了の場合、乙は契約期間に係る違約金に相当す

る金額は通信費に含めることはできず、別途請求もできない。 

 

（料金の支払い方法） 

第 4 条 本契約における端末等の購入に係る初期費用は、納品後一括払いとし、通信サー

ビスの利用に係る通信費の支払いは月払いとする。通信費は別紙２「支払明細」のとお

りとする。 

２ 甲は、前項の規定により、乙からの適正な請求書を受領した日から 30日以内に乙に支

払うものとする。 

３ 通信費は暦日ごとに計算するものとする。 

４ 「契約要綱」及び別紙２「支払明細」に記載された消費税及び地方消費税額は、本契

約の締結時に適用されている税率に基づき算出されたものであり、税率の改定その他の

事由により消費税及び地方消費税額の算定方法に変更が生じた場合は、通信費に変更後

の消費税及び地方消費税率を乗じて得た金額を当該消費税及び地方消費税額とする。 

 

（遅延利息） 

第 5 条 乙は甲が適正に乙の請求書を受領し、第 4 条記載の支払条件に定める期間を過ぎ

ても請求額の支払いを行わなかった場合は、請求額に年 2.9％の割合を乗じた遅延利息を



請求することができるものとする。 

２ 前項に定める遅延利息は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和 24年法律第

256 号）第 8 条第 1 項の規定により変更があった場合は、変更後の率を適用するものと

する。 

 

（契約保証金） 

第 6条 契約保証金は那覇市契約規則第 30条第 1項第 12号の規定により免除する。 

 

（契約履行場所） 

第 7 条 契約履行の場所は、那覇市泉崎 1 丁目 1 番 1 号 那覇市役所 4 階 那覇市議会事

務局とする。 

 

（納品） 

第 8 条 乙は端末等の納品に際し、あらかじめ指定した附属品の装着、必要なアプリケー

ションのインストールや、端末の初期設定を行ったうえで納品するものとする。 

 

（検査） 

第 9 条 甲は、乙が端末等を納品した時に、端末等が正常に作動にするか検査を行わなけ

ればならない。 

２ 端末等の不具合により検査が不合格となったときは、乙は速やかに不具合の補正を行

い、再検査を受けなければならない。 

 

（乙への通知） 

第 10条 甲は、次の各号の事由が生じたときは、遅滞なく乙に通知するものとする。 

 (1) 端末の盗難、紛失、故障等の事故が発生した時。 

(2) 通信環境の悪化により、著しく通信速度が低下した場合（既定の通信量の上限を超

過した場合を除く） 

 

（紛失等に係る費用負担） 

第 11条 甲は、端末の盗難、紛失又は故障が生じ、第 3条第 3項に規定する端末保証サー

ビスを利用して代替え端末の取得又は故障修繕を行なうことにより、あらかじめ定めた

費用負担が生じたときは、乙の請求に基づき支払うものとする。 

２ この場合の費用は、修繕費として、通信費と別に請求するものとする。 

 

（再委託の禁止） 

第 12条 乙はこの契約の履行について、業務の全部または一部を第三者に委任し、請け負



わせてはならない。ただし、甲から書面による事前の承諾を得たときはこの限りでない。 

 

 

(秘密の保持) 

第 13条 甲及び乙は本件業務遂行のために相手から提供を受けた情報のうち、相手方が特

に秘密である旨を指定した情報（以下「秘密情報」という。）を第三者（第 12 条の規定

に基づき本件業務の一部を委託した第三者及び甲の指定する者を除く。）に開示又は漏え

いしてはならない。 

ただし、次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りでない。また、甲及

び乙は秘密情報のうち法令の定めに基づき開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく

開示先に対し開示することができるものとする。 

(1) 秘密保持義務を負うことなくすでに保有している情報 

(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報 

(3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報 

(4) 本契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報 

(5) 相手方から秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報 

２ 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものと

する。 

３ 本条の規定は本契約終了後も存続する。 

 

（個人情報の取り扱い） 

第 14条 本件業務の遂行における個人情報の取り扱いについては、個人情報の保護に関す

る法律、那覇市個人情報保護条例を順守しなければならない。 

 

（契約の変更） 

第 15条 甲又は乙は、本契約の変更を行う必要が生じた場合には、甲乙協議のうえ、これ

を変更することができる。 

 

（契約の解除等） 

第 16条 甲又は乙は、相手方に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、な

んらの催告なしに直ちに本契約の全部または一部を解除することができる。 

 (1) 第 2条に記載された法令順守ができなかった場合 

 (2) 重大な過失又は背信行為があった場合 

 (3) 支払の停止があった場合、又は仮差押、差押、競売、破産手続開始、民事再生法手

続開始、会社更生法手続開始、特別清算開始の申立があった場合 

 (4) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合 



 (5) 公租公課の滞納処分を受けた場合 

 (6) その他前各号に準ずるような本契約を継続しがたい重大な事由が発生した場合 

２ 甲又は乙は、相手方が本契約のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めてなした催

告後も、相手方の債務不履行が是正されない場合は、本契約の全部又は一部を解除する

ことができる。 

３ 甲又は乙は、第 1 項各号のいづれかに該当する場合又は前項に定める解除がなされた

場合、相手方に対し負担する一切の金銭債務につき相手方から通知催告がなくとも当然

に権利の利益を損失し、直ちに弁済しなければならない。 

４ 甲は、乙、乙の代理人、乙からの再委託契約の当事者又は乙との間にこの契約に係る

物品等の購入契約その他の契約を締結する者が、暴力団（暴力団員による不当な行為の

防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号。以下「法」という。）第 2 条第 2 項に規定

する暴力団をいう。）、暴力団員（法第 2条第 6号に規定する暴力団員をいう。）又は暴力

団関係者に該当すると判明したときは、この契約を解除することができる。 

 

（損害賠償等） 

第 17条 甲又は乙が本契約の債務不履行により、相手方に損害を与えた場合は、甲乙は損

害の回復について誠意をもって協議するものとする。 

２ 甲又は乙が本契約に違反したことにより相手方に損害を与えた場合は、甲又は乙は、

本契約の解除の有無に関わらず、相手方に対して損害賠償を請求できるものとする。た

だし、間接損害、又は当事者の責に帰することができない事由によって生じた直接損害

については、賠償責任を負わないものとする。 

３ 損害賠償額について甲乙協議のうえ、本契約の契約金額を限度として賠償責任を負う

ものとする。 

 

（瑕疵担保責任） 

第 18 条 甲は、サービス利用期間中に提供する業務内容に隠れた瑕疵を確認した場合は、

乙に報告するものとし、乙は速やかに適切な処理を行うと同時に、甲に処理内容を報告

する。 

２ 前項の処置に関する経費は、乙の負担とする。 

３ その他、第 10条第 1項第 2号に規定する事由が生じた場合についても、前 2項と同様

とする。 

 

（権利譲渡の禁止） 

第 19 条 甲及び乙は、この契約により生ずる権利及び義務を第三者に譲渡し、継承させ、

又は担保の目的に供してはならない。ただし、甲から書面による事前の承諾を受けたと

きはこの限りでない。 



 

（合意管轄） 

第 20条 本契約に関する甲乙間の紛争については、那覇地方裁判所を第 1審の合意管轄裁

判所とする。 

 

（契約外の事項） 

第 21条 この契約に定めない事項及びこの契約の条項に疑義を生じた場合は、那覇市契約

規則（平成 26 年那覇市規則第 59 号）によるもののほか、甲乙協議のうえ定めるものと

する。 

 

この契約を証するため、本書 2 通を作成し、双方記名押印の上、各自がその 1 通を所持

する。 

 

   平成 28年  月  日 

 

               甲 沖縄県那覇市泉崎 1丁目 1番 1号  

                  那覇市 

                  那覇市長 城 間 幹 子 

 

 

               乙  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙２    支払明細 

平成 27年度 

 通信費 消費税及び地方消費税額 合 計 

平成 28年 3月    

  総 額    

 

平成 28年度 

 通信費 消費税及び地方消費税額 合 計 

平成 28年 4月    

平成 28年 5月    

平成 28年 6月    

平成 28年 7月    

平成 28年 8月    

平成 28年 9月    

平成 28年 10月    

平成 28年 11月    

平成 28年 12月    

平成 29年 1月    

平成 29年 2月    

平成 29年 3月    

総 額    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成 29年度 

 通信費 消費税及び地方消費税額 合 計 

平成 29年 4月    

平成 29年 5月    

平成 29年 6月    

平成 29年 7月    

平成 29年 8月    

平成 29年 9月    

平成 29年 10月    

平成 29年 11月    

平成 29年 12月    

平成 30年 1月    

平成 30年 2月    

平成 30年 3月    

総 額    

 

    支払明細 

 

平成 30年度 

 通信費 消費税及び地方消費税額 合 計 

平成 30年 4月    

平成 30年 5月    

平成 30年 6月    

平成 30年 7月    

平成 30年 8月    

平成 30年 9月    

平成 30年 10月    

平成 30年 11月    

平成 30年 12月    

平成 31年 1月    

平成 31年 2月    

平成 31年 3月    

総 額    

 


